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「令和６年度税制改正大綱」（令和５年 12 月 22

日閣議決定）で、岸田内閣が先に掲げた、令和６年分

の所得税額から一定額が控除される定額減税が盛り込

まれました。法案が成立すれば、給与所得者について

は令和６年６月１日以後最初に支払う給与等について

の源泉徴収を行う際から実施されることになります。

金額は、１人あたり３万円、同一生計配偶者および扶

養親族がいる場合は 1 人につき３万円の合計額です。 

 

◆定額減税特設サイト 

 法案成立前でも、給与計算担当者（源泉徴収義務

者）が早期に準備に着手できるよう、国税庁は特設サ

イトを設け、１月 30日に各種パンフレット・資料等

を、そして２月５日にＱ＆Ａを公表しました。 

【国税庁「定額減税 特設サイト」】 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenz

ei/index.htm 

 

厚生労働省は１月 26日、令和５年 10 月末時点の

外国人雇用についての届出状況の取りまとめを公表し

ました。 

国内で働く外国人は昨年 10 月末時点で前年と比べ

12.4％増えて、204 万 8,675 人に上り、平成 25

年から 11 年連続で過去最多を更新しました。外国人

労働者の増加率はコロナ禍前の水準にまで回復してい

ます。また、比較可能な平成 20年以降、200 万人

を超えるのは初めてです。 

 

 

 

◆外国人労働者数は過去最高を更新 

外国人労働者数は 204万 8,675 人で、前年比で

22 万 5,950人増加し、届出が義務化された平成 19

年以降、過去最高を更新しました。対前年増加率は

12.4％と、前年の 5.5％から 6.9ポイント上昇して

います。 

 

◆外国人を雇用する事業所数も過去最高を更新 

外国人を雇用する事業所数は 31万 8,775所で、

前年比 1 万 9,985 所増加し、届出の義務化以降、こ

ちらも過去最高を更新しています。対前年増加率は

6.7％と、前年の 4.8％から 1.9 ポイントの上昇でし

た。 

 

◆国籍別では、ベトナムが昨年同様に最多 

国籍別では、ベトナムが最も多く 51万 8,364人

で、外国人労働者数全体の 25.3％を占めています。

次いで中国 39 万 7,918人（全体の 19.4％）、

フィリピン 22 万 6,846人（全体の 11.1％）の順

となっています。 

対前年増加率が高かったのは、インドネシア

（56.0％増）、次いでミャンマー（49.9％増）、ネ

パール（23.2％増）の順となっています。 

 

◆在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資

格」が前年比最多の増加率 

在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資

格」が対前年増加率として最も大きく 59万 5,904

人で、前年比 11万 5,955 人（24.2％）の増加、次

いで「技能実習」が 41万 2,501 人で、前年比６万

9,247 人（20.2％）増加、「資格外活動」が 35 万

2,581 人で、前年比２万 1,671 人（6.5%）の増加

でした。 

 

「令和 6 年分所得税の定額減税」特設サイ

トが開設されました 

外国人労働者数が初の 200 万人超え  
～厚生労働省のまとめより 

み く に 便 り 

202４年 3月 1日発行  

連絡先：〒371－0014群馬県前橋市朝日町三丁目 12 番 20 号 

電  話：027-243-5600  FAX：027-224-4393 

U R L：http://www．e-392.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みくには 

ハートに愛 

 

 

Facebook再開しました。〔飯島のつぶやきコーナー〕更新して

おります。ご覧くださいませ。

https://www.facebook.com/mikuni.roumu 

当社ＨＰでは新聞掲載コ

ラム（バックナンバー）

や各種セミナーのご案内

を随時発信しています。 

 

http://www.e-392.com/

